
第２部 条例宣言 

 

先進の神奈川ルールで日本を変える 

―先進条例「ローカル・ルール１１
イレブン

」― 

 

いま地域社会は、新しい複雑な課題を数多く抱えています。こうした課題に対して、国

がつくった法律だけで対応することは困難です。現場を抱える自治体が、課題を敏感に受

けとめ、国に先んじて条例を制定して課題解決を図る必要があります。本当の地方分権の

ためにも、「ローカル・ルール」を育てていくことが重要です。 
私は、さらなる県政改革において、１１本の全国初あるいは先進的な条例の制定をめざ

します。これらの中には、県民の皆様にご負担をお願いするものもありますが、いずれも

県民生活や地域の環境を守り、豊かにしていくために不可欠なルールです。 
今後、県民の皆様のご意見をいただき、また議会でも十分に審議をいただいて、これら

全国の自治体をリードする先進条例を制定し、課題解決に取り組んでまいります。 
 

１ 公共的施設における禁煙条例（仮称） 
全国初 

  受動喫煙による健康への影響を防止し、公共スペースにおける快適な環境をまもると

ともに、「がんへの挑戦・10 か年戦略」を推進するため、官公庁施設、駅、病院、学校
等の公共的施設における喫煙を禁止する条例の制定をめざします。対象施設の範囲や罰

則の有無については、今後県民の皆様のご意見を聴いて定めます。 

 

２ 地球温暖化対策推進条例（仮称） 
全国最先端の条例 

地球温暖化が深刻化する中で、地域から実効性のある地球温暖化対策を行うために、

県・県民・企業の責務、事業活動におけるエネルギー管理や環境配慮、家庭生活におけ

る対策等を定めるとともに、温暖化防止に関する普及啓発や環境教育を推進する条例の

制定をめざします。これにより、「神奈川県地球温暖化対策地域推進計画｣（2006 年 6
月改訂）の二酸化炭素排出量の削減等の目標達成をめざします。 

 

３ 遺伝子組換え農作物の規制に関する条例（仮称） 
全国最先端の条例 

  遺伝子組換え農作物の栽培によって、人の健康や生物多様性など環境に影響を与える

おそれがあり、消費者の不安を招いていることから、こうした影響を防止し県内農産物

への信頼性を確保するため、これらの栽培に許可等を要することとし、分別管理の徹底、

拡散の防止等の措置を定める条例の制定をめざします。 

※遺伝子組換えとは、ある生物の遺伝子を取り出して別の生物に導入したり、人工的に遺伝

子の配列を改変したりすることにより、生物に一定の性質を与える技術です。除草剤や害

虫に強い農作物をつくることなどが可能になるため、トウモロコシ、ダイズなどに実用化

されています。 
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４ 犯罪被害者等支援条例（仮称） 
全国初の総合条例 

  犯罪被害者やその家族は、犯罪によって健康や生活面で厳しい状況に置かれています。

犯罪被害者等基本法（平成 17 年制定）をふまえて、犯罪被害者の「個人の尊厳」を守
り、その権利利益を保護するため、県の責務、経済的支援、精神的・身体的被害の回復、

支援体制の整備等の措置を定める条例の制定をめざします。これにより、犯罪の抑止→

取締→被害者支援の一連の総合的対策が可能となります。 

 

５ 中小企業活性化条例（仮称） 
全国最先端の条例 

  神奈川の中小企業は、全国トップクラスのものづくりやサービスを支え、地域の経済

や雇用に重要な役割を果たしています。変動する経済環境の中で、意欲ある中小企業の

経営の安定と活性化を図るため、中小企業の経営基盤の強化、技術開発等の促進、金融

の円滑化、人材の確保等の支援施策を定めるとともに、県の責務や中小企業の努力等を

定める条例の制定をめざします。 

 

６ 文化芸術振興条例（仮称） 
全国最先端の条例

  神奈川はこれまでもすぐれた文化芸術をはぐくんできましたが、さらに若手クリエー

ターの育成などによって新しい文化芸術の創造を支援する必要があります。文化芸術の

振興によって魅力ある創造的な地域をつくるため、文化芸術をめぐる関係者の責務と役

割、基本施策、人材の育成、県民による文化活動の支援、文化芸術振興会議（仮称）の

設置等を定める条例の制定をめざします。 

 

７ みんなのバリアフリー推進条例（仮称） 
全国最先端の条例 

  これまで街や建築物のバリアフリー化が進められてきましたが、さらにだれもが自由

に移動し社会に参加できる「ユニバーサルデザイン」の街づくりが求められています。

新バリアフリー法の制定をふまえて、「福祉の街づくり条例」を全面改正し、多数の方々

が利用する学校、病院、ホテル等のバリアフリー化を義務づけるなど、より徹底した措

置を定める条例の制定をめざします。 

※新バリアフリー法とは、建築物の基準を定める「ハートビル法」と、公共交通機関の基準を

定める「交通バリアフリー法」を一体化して平成 18 年に制定された法律で、正式名称は「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といいます。 

 

８ 県民パートナーシップ条例（仮称） 
全国最先端の条例 

  地域の課題を解決し県民の生活を支えるには、県民、企業、ＮＰＯ、コミュニティ組

織など様々な主体が力をあわせて社会を支える「協働型社会」に切り替える必要があり

ます。活力ある「協働型社会かながわ」を実現するため、県民・ＮＰＯ・県の責務、協

働の原則、県とＮＰＯの協約（コンパクト）、ＮＰＯ等への支援等の措置を定める条例

の制定をめざします。 
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９ 県職員等不正行為防止条例（仮称） 
都道府県初 

  最近、全国的に首長の不祥事が相次ぐとともに、県職員の事故・不祥事も目だってい

ます。そこで、知事などを含む県職員全体の違法行為・不祥事を防止し、県民の信頼を

確保するため、職員の行動指針、内部通報制度、不当な働きかけへの対応等の制度を定

めるとともに、これらの実効性を担保するため、第三者機関として不正行為等監視委員

会（仮称）を設置する条例の制定をめざします。 

 

10 知事多選禁止条例（知事の在任の期数に関する条例） 
全国初の禁止条例 

  幅広い権限を有する知事が長期にわたり在任することによって、独善的な組織運営、

人事の偏向、議会との癒着などの弊害が生じるおそれがあります。こうした弊害を防止

し、清新で活力ある県政を確保する民主政治のルールとして知事の在任を連続３期まで

に制限する条例の制定をめざします。 

 

都道府県初 
11 自治基本条例（仮称）  

  本格的な地方分権時代を迎え、県が県民の信託に基づく広域自治体としての役割を果

たすために、「神奈川県の憲法」として、県政運営の原則、県議会の役割、県民の県政

参加・県民投票制度、市町村の県政参加等のしくみを明確にする条例の制定をめざしま

す。なお、条例提案までに、県民、ＮＰＯ、市町村等のご意見を十分に聴き、反映させ

ます。 
       
 
 
 

条例サンセットシステムの導入 

 
たえず時代に適合した条例とするため、一定期間ごとに、県の条例（政策的条例）の施

行状況などを評価し、有効なものは存続させ、社会状況に合わなくなったものや目的を達

したものは改正または廃止する「サンセット」の制度を導入します。 
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